
 

水際対策に係る措置 

令和４年４月６日 

１． 入国拒否対象地域の指定解除（法務省） 

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下「法」という。）に基づき

入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の指定を解除（注）。 

 

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、ア

ルバニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラン、インド、

インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、エルサルバドル、オー

ストリア、オマーン、オランダ、カーボベルデ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナ

ダ、カンボジア、北マケドニア、キプロス、キューバ、ギリシャ、クウェート、クロアチア、

コスタリカ、コソボ、コロンビア、サウジアラビア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウ

ェーデン、スペイン、スリナム、スリランカ、スロベニア、セーシェル、セルビア、セントク

リストファー・ネービス、タイ、タジキスタン、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイ

ツ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ニカラグア、ネパール、ノ

ルウェー、バーレーン、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバド

ス、ハンガリー、バングラデシュ、東ティモール、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブ

ータン、ブラジル、フランス、米国、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ベルギー、ポーラン

ド、ボツワナ、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マルタ、マレーシア、ミャンマー、メ

キシコ、モザンビーク、モーリシャス、モナコ、モルディブ、モロッコ、モンゴル、モンテ

ネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブル

ク、ルワンダ 

 

（注）本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で56か国・地域となる。なお、「特別永

住者」については、入国拒否対象とはなっていない。また、入国拒否対象地域の指定解

除の後も、既に実施済みの査証免除措置の停止措置及び発給済み査証の効力停止措

置は継続する。 

 

２． 査証の制限（外務省） 

 上記１の国・地域のうち、査証免除措置が停止されていないアルバニア、エクアド

ル、カナダ、北マケドニア、セルビア、チリ、トルコ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビア、

モーリシャス、モロッコ、モンテネグロに対する査証免除措置を停止する。また、これら

の国々との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除

措置の適用を停止する。 

 

３． 今後の入国拒否対象地域の指定解除（法務省） 



今後、入国拒否対象地域の指定解除に当たっては、その対象国・地域について、

法務省と関係省庁が協議の上、決定するものとする。 

 

 上記１及び２の措置は、４月８日午前０時から当分の間、実施する。実施前に外国を

出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。 

 

 

（以上） 


